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第１９回 裁判所の役割
2006.7.10 室蘭・憲法を学ぶ会

奥野恒久（室蘭工業大学）

（１）日本の裁判制度

○裁判所制度（憲法７６条）

・最高裁判所－１（東京）

・高等裁判所－８（札幌、仙台、東京、名古罵、大阪、高松、広島、福岡）

・地方裁判所－50（各都府県に１＋北海道に４）

・家庭裁判所－50（〃）…家庭関係の民事事件、少年事件。地裁と同格

・簡易裁判所－438…少額の民事寮件、軽微な刑事事件

○訴訟形態－民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟

主観訴訟－取消訴訟・国家賠償訴訟

客観訴訟－選挙訴訟、住民訴訟

○司法権の独立…裁判官の職権の独立、裁判所組織の他の国家機関からの独立

※大津事件（1891）…明治憲法下での司法権の独立を示す

・憲法７６条③「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、こ

の憲法及び法律にのみ拘束される」

・裁判官の身分保障（憲法７８条、７９条⑥、８０条②）

「公の弾劾」→

※任命制度（７９条①、８０条①）との微妙な問題

※国民審査制度（７９条②）

（２）裁判官による法の解釈適用

○裁判官は 「法の言葉を述べる口（機械 （モンテスキュー）か？、 ）」

→法律を解釈することが必要

(例）旧刑法366条の窃盗罪のいう「所有物」に電流はあたるか？→テキストp.199

○紛争を処理すべき法律がない場合？

＜刑事裁判＞罪刑法定主義に従い、無罪

「 。 」（ ）法律なければ犯罪なし 法律なければ刑罰なし フォイェルバッハ

※無罪の推定、疑わしきは被告人の利益

＜民事事件＞裁判をしないことは、正義に反する

・一般的規定の適用－「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする

法律行為は、無効とする （民法９０条）」

・裁判官による法創造とその蓄積としての判例（先例）

○裁判官は、先例に拘束されるのか？

・一般論として、同種の事件は同様に解決されるべき←公平性の原理。国民の予

見可能性
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・先例への拘束が、裁判官の「良心」に反する場合もありうる→テキストP.203

○裁判官の「良心」とは？／求められる裁判官像～樋口=小田中論争

・ 伝統的裁判官 （樋口陽－）…政党政治や経済的利害のみならず、個々の裁判「 」

官が抱く世界観からも独立すべき 「良心」とは、司法に伝統的に備わる「専門。

合理性」と「自律性」に即した裁判官としての職業倫理 「個人としての良心」。

と「裁判官としての良心」を区分すべき 「専門的合埋性」の根底にあるのは、。

「少数者の利益の擁護、すなわち人権の思想」

※「君が代」斉唱が強制されたときの教員の「良心 。個人の「良心」よりも、」

職務命令に従うべき？

※＜政策決定は政治部門で。人権保障は司法府で＞との振り分け？／少数者の

最低隈度の白由や権利は、守られるものの、少数者の政治的意見は政治に反

映しないことを正当化しないか／少数者の政治的意見を反映できる選挙制度

とともに、憲法に裏打ちされた政治的意見を違憲訴訟において裁判所は積極

的に汲み上げるべきでは？

「 」（ ） 「 」（ ）・ 民主的裁判官 小田中聰樹 … 真の社会的多数者の利益 ≠政治的多数者

を斟酌すべき

○2009年5月までに裁判員制度が施行されることになったが

・一般市民である裁判員に、そのような職業倫理や義務を課すことは妥当か？

・裁判員制度の導入目的は 「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に、

資する」こととあるが、刑事被告人の「公正な裁判を受ける権利」への配慮は

不要か？

○法の解釈…法規の論理的配列、法律の文言を基礎に、歴史発展の方向に即して、

解釈すべき（上田勝美）

（例１ 「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看取する邸宅、建造物若）

しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退

去しなかった者は、３年以下の懲役又は１０万円以下の罰金に処する （刑法」

１３０条） 集合住宅を「住居 「邸宅」と見なせるか？」

（例２）憲法９条は、自衛のための戦力をも否定しているのか？

（３）違憲判決としての尊属殺重罰規定事件（最大判1973.4.4）

「 、 」（ ）・ 人を殺した者は 死刑又は無期若しくは３年以上の懲役に処する 刑法199条

・ 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス （刑法200条）「 」

・刑法２００条は違憲無効。ただしその理由について、尊属に対する尊重報恩と

いう道義を保護するという立法目的は含理的であるが、刑の加重の程度が極端

であって、目的達成の手段として著しく不合理

【参考文献】渋谷秀樹『憲法への招待』P.198～205


